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このプランでは、次の４つを基本目標として、各分野の施策を総合的に推進し、男女共

同参画社会の実現をめざすものです。 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現のためには男女がお互いを尊重し、対等なパートナーとして認

識することが大切であり、そのためには家庭、地域、職場、学校などのあらゆる場におい

て男女共同参画の視点に立った学習機会や教育の充実に努め、性別に基づく固定的な役割

分担意識の解消に取り組みます。 

また、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなどの暴力は被害

者の多くが女性であり、女性の人権を侵害し男女共同参画社会の形成を阻害する大きな要

因となっており、これら女性に対する暴力の根絶をめざします。 

 
(1) 男女平等の視点に立った教育の推進 

(2) 男女共同参画の啓発 

(3) 女性の人権を尊重する認識の浸透 
(4) 女性に対するあらゆる暴力の根絶 

 

 

 

 

 
 

男女共同参画社会は、男女が社会の対等な構成員としてそれぞれの個性と能力を発揮し、

自らの意思によって社会のさまざまな分野に参画し責任を負うことが必要です。 

  政治や行政、企業などにおいて政策・方針決定過程の場に参画し女性の視点や意見を反

映することは、地域社会のさまざまな領域で多様性を確保することになり、男女共同参画

社会を実現する上で重要です。 

 
           (1) 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

(2) 地域社会への男女共同参画の促進 
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  男女が職場において対等なパートナーとして働くことは、男女共同参画社会を形成する

上で重要な課題です。そのため、男女が個人の能力を十分に発揮し働くことができる環境

づくりを推進するとともに、仕事と家庭生活を両立できるよう、労働時間の短縮をはじめ

とした働き方の見直しや柔軟な就労形態等ワーク・ライフ・バランスへの取り組みをすす

め、子育てや介護への社会的な支援を充実させることが必要です。 
 

(1) 男女がともに働くための環境整備 
(2) 就労における男女平等の促進 

            (3) 就業機会の促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
  男女共同参画社会の実現に向けて、男女が生涯にわたり心身ともに健康な生活を送るこ

とは重要であり、生涯にわたり一人ひとりがライフステージに応じて健康の管理、保持、

増進をすすめていくことが必要です。とりわけ、女性にかかわる健康の問題は、妊娠や出

産など性別による違いがあることから、男女が正しい知識や情報を得て身体的な特性を理

解し、思いやりを持って生きていくことが大切です。 

  高齢化が進行する中で、介護を必要とする高齢者も増加傾向にあり、高齢者や障害者に

対するサービスや自立した生活を支援するための施策を充実する必要がありますが、高齢

者や障害者の介護は女性が担っている場合が多いため、福祉の充実とともに、介護等にお

いても男女共同参画をすすめていくことが重要です。 

  また、男女がそれぞれの個性と能力を十分に発揮し、社会のさまざまな分野に参画して 

いくため、生涯にわたって自由に学習する機会を選択して学ぶことが必要です。 

 

           (1) 母子保健の充実 

           (2) 健康づくりの推進 

            (3) 安心できる介護環境の整備 

(4) 生涯学習の推進 
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基本方向 
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実実実

現現現

ををを

めめめ
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ししし

ててて   

1 人権の尊重と

男女共同参画

の実現に向け

た意識の改革 

⑴男女平等の 

視 点 に 立 っ た

教育の推進 

⑵ 男女共同参画

の啓発 

⑶女性の人権を尊重

する認識の浸透

①家庭における男女平等教育の推進 

②学校における男女平等教育の推進 

③地域における男女平等教育の推進 

①広報・啓発活動の充実 

②調査研究の充実 

③メディアにおける男女共同参画の推進 

①性の尊重についての認識の浸透 

②母性の重要性の認識の浸透 

①女性への暴力根絶についての認識の浸透 

②セクシュアル・ハラスメントの防止 

③被害者への相談・支援体制の充実 

⑷ 女性に対する

あ ら ゆ る 暴 力

の根絶 

①審議会等への女性の参画の促進 

②方針決定過程における女性の参画の促進 

③農業経営活動への女性の参画支援 

①社会活動への参加促進 

②ボランティア活動の促進 

③地域リーダーの養成 

④国際交流・国際協力の促進 

⑤防災分野における男女共同参画の推進 

⑥まちづくりにおける男女共同参画の促進 

①ワーク・ライフ・バランスの普及・浸透 

②育児支援体制の充実 

③家庭生活への男女共同参画の促進 

①男女の均等な雇用と待遇の確保 

②職場における男女平等の促進 

①就業支援体制の充実 

②雇用機会の情報収集・提供 

③女性の再チャレンジ支援 

①保健相談や指導体制の充実 

②保健・健康診査の充実 

①健康づくりの推進 

①介護の支援体制の充実 

②高齢者や障害者に対する社会参画 

・自立支援 

①学習機会や学習情報の提供 

⑴政策・方針決定

過 程 へ の 女 性

の参画促進 

⑵ 地域社会への

男 女 共 同 参 画

の促進 

⑴ 男女がともに

働くための 

環境整備 

⑵就労における 

男女平等の促進 

⑶就業機会の 

促進 

⑴母子保健の充実

⑵健康づくりの推進

⑶安心できる 

介護環境の整備

⑷生涯学習の推進

2 さまざまな分

野への男女共

同参画の促進 

3 男女がともに

働きやすい 

環境づくり 

4 多様な生き方

を実現する 

環境づくり 

基本目標 基本方向 施 策 の 方 向 

プランの推進 ①市民等による推進体制の整備 

②庁内推進体制の充実 

③国・北海道などとの連携 


